
ありましたが、ここ数年ではほぼ横ばいとなっています（図
表 5）。

4．訪問看護ステーションの訪問看護提供状況
2024 年の利用者は介護保険法が 82 万 7,375 人、健
康保険法等が48万5,279人と増加しています。（図表6）。
2014年の診療報酬改定で、いわゆる「機能強化型訪問

看護ステーション」が創設されました。2024年時点では、
常勤の看護職員が 7人以上で 24時間対応し、年間の看取
り算定件数が 20 件以上、がん末期や難病等の利用者が
10人以上／月、居宅介護支援事業所でのケアマネジメン
ト、地域活動を要件とした「機能強化型訪問看護管理療養
費 1」が 477 か所、常勤看護職員 5人以上、看取りの算
定件数 15件などハードルが低めに設定されている「機能

図表 1　訪問看護事業所数の推移
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資料：厚生労働省「医療費の動向調査の概算医療費データベース（各年9月審査分※2025年のみ6月審査分）、介護給付費等実態統計（各年9月審査分※2025年のみ6月審査分）」より作成
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図表２　訪問看護ステーションの設置主体別割合
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図表 5　�訪問看護ステーションにおける職種別の従事者数
の推移（常勤換算）
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図表 4　�看護職員規模別の訪問看護ステーション数（割合）
の推移
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